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爽艤鋤撰約譜 ひな鯵 棚瀧瑚職

瓢紙

蕊ア号鶏式（代金即納、用途指定《貫漢特約付き》、鱒綴売

払溌）

鬮有財産尭貿契約襟

莞払人園（以下I職という｡）と貿受人

椒入印撫

学被法人森友学
G 0 UU古●●●●●●●●●■●■●■●●●●●●●

蕊（以下瞳lという｡;〉とは、次の条項瞳より鬮有雛塵の売

蕊契約を締籍する。

<売麓物件〉

蕊1条蕊貿物件は、次のとおり”

《売質代金》

蕊2;条売買代金紘.： 要漁璽擢鼠胤製貝懲篭量畠霊園有

財産売震予約契約書第4条に蕊づく金額とす曇“

(代金の支払い）

第3条：乙は､売買代金を、本契約締結と凋時に甲に支払

わなければならない。

<登記蕊託請求書等）

蕊4条乙は、本契約締籍の際に、あらかじめ登録免許税

所在地 区分 数篭 備考

籍中霧野麹

鯨縄製番
土地 :8.〃戯43

剥紙

第7号議式〈代金認納、濡途指定（蕊戻特約付き>、時綴売

払爵）

璽有鐵産尭蕊契約窪

淑入翻鐙】

露払人褒似下輝』という魚》と買受人学校法人鼠蕊勘磯懲

《以下『乙jという蕊〉“獣、次”蕊職こよ；り国有財産の尭賀

契約を締結する．

《売貿代金》

蕊2蕊溌買代金は．金蕊懲慰軋胤錆臨礁蕊蕊鳶漏魚罵煎

蕊鍾・最国賓財産尭鴬予鈎契約塞蕊4条に基づく金

額〉とする．

実際の契約霧には、固有名詞を記入”
0

実際の尭貿代金は､蕊受時鰯時綴になるので露貸付契約締

結鱒には、具体的な金額ば入れられない。
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爽際の契約響 ひな形 相違蝋渡り
4

相当額の印緩又は現金領収証書を添付した登記嘱託請求

醤、蕊W条に定める賛渓しの特約の登記に必要な承諾繕

を、甲に提出しなければならない"

《所有権の移転〉

第5条売買物件の溺有権は、乙が売買代金を納隷した時

にzに移転する。

<売買物件の引渡し）

第6条甲は、誌条の規定により売買物件の所有権が乙に

移転したときに引き渡しがあったものとする。

《かし担保》

第γ条甲は､本契約締結磯売買物件に隠れたかしが発

見された場合には､引渡し:の園から2年麓に限り民法570

条に規定蜜る担保鰯溌任を負う。

(危険負担〉

蕊g条乙は、本契約諦繕の時から売買物件の引渡しの僻

までにおいて、当該物件が、甲の識こ帰すことのできな

い事由により滅失又は損傷した場合には、甲に対して蕊

貢代金の減免を請求することができない。

(蕊業計麓等の変更）

蕊9条乙は、第興条に定める指定期鶴が満了するまでの

間に､:やむを得ない事由により莞払索請書に添付した事

業計画又は利用計画を変更しようとするときは、あらか

，



実際の契約鰈 ひな形 相違理由

じめ変更を必要とする事由及び変更後の計適を詳細に記

鞍した塞面をもって甲に申請し、その承認を受けなけれ

ばならない．

(工事完了の通知義務）

第10条乙は、禿払申請書に添付した利用計画（甲が前条

の規定により当初計画の変更を承認しているときは、変

更後の利用計画をいう．〉に基づいて工事を完了したとき

は、その旨を直ちに甲に通知しなければならない。

(用途指定）

第11条甲は、売貰物件について、次条から第25条まで

に定めるところにより乙と用途指定の特約をする鰯

(指定用途）

第12条乙は､売賓物件を売払申請書に添付した事業計画

及び利用計画（甲が第19条の規定によりその変更を承認

したときは、変更後の事業計画及び利用計画をいう.）に

定めるとおりの用途（以下「指定用途』という｡）に自ら

供さなければならない。

(指定期日）

蕊13条4劃陰1－
、 〃

(指定期B)

第13条乙は、売貰物件について平成○年0月･日(以下

型鷺麗塑鼬=錘堕.）までに必要な工豪を完了し､指定

職』皇陛臺塞1並遮裏皇塞ﾑl患一

皇一星墜ユー杢契麹縫結堕旦を1畳損憲顔旦ま蚕l皇蜂_里②議認

買受日には指定用途（小学校敷地）に供しているはずなの

で、実際の契約霧では指定期日の条項は削除。
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実際の契約書 ひな形 相違理由

(指定期間〉

第14条乙は.売買物件を本契約締結の日から10年間(以

下『指定期間』という像）猶定用途に供さなければならな

い ｡

(権利の設定等の禁止）

第15条乙は､本契約締結の日から指定期間溝了のBまで、

甲の承認を得ないで、売翼物件に地上権、質権、使用貸

借による権利又は賃借権その他の使用及び収益を目的と

する権利の設定（以下『権利の設定」という｡）をし若し

くは売買物件について売買、贈与、交換、出資等による

所有権の移転（以下「所有権の移転』という｡）をしては

ならない．

(買戻しの特約）

第16条甲は、乙が本契約締結の日から賃戻期間満了の日

まで《こおいて、甲の承認を得ないで次の各号の一に該当

する行為をした場合には．売買物件の買戻しをすること

ができる｡

(1)第14条に定める義務に違反して指定期間中に指定

館途に供さなくなったとき。

一
一

てはならない｡－

<指定期間）

第14条乙は、売買物件を指定期日の翌日からC穰閏（以

下『指定期間」という．〉指定用途に供さなければならな

い。

(買戻しの特約）

第16条甲は、乙が本契約締結の日から貢漢期間満了の日

までにおいて、甲の承認を得ないで次の各号の一に該当

する行為をした場合には、売買物件の買戻しをすること

ができる．

(1)第13条第1項に定める義務に違反

に指定用途に供さなかったとき.

して指定期日まで

買受日には指定用途〈小学校敷地）に供しているはずなの

で、実際の契約警において指定期間は契約日の翌日から10

年間とする．

買受臼には指定用途（小学校敷地）に供しているはずなの

で、実際の契約書では削除。



実際の契約諜 ひな形 相違理由

(2)第12条及び第14条に定める義務に違反して指定用

途以外の用途に供したとき。

(3)第15条に定める雑務に違反して権利の設定又は所

有権の移転をしたとき。

2前項に定める買戻しの期間は､本:契約締結の日からⅧ

年間とする。

(買戻しの登記）

第17条乙は、甲が前条第1項及び第2硬の規定に基づき

期間を19年とする麓戻権並びに第21条第1項及び第2

項に定める特約事項を登記することに同葱する。

(用途指定の変更、解除等）

第18条乙は､売買物件の全部又は一部について、やむを

得ない事由により薬12条から第15条までに定める用途

指定の変更若しくは解除又は第16条第1項及び第2項に

定める買戻しの特約を解除する必要がある場合には、詳

細な事由を付した書面により甲に申賭しなければならな

い
誰◆

2 甲が前項の申請に対し承認する塀合には、書面によっ

て行うものとする。

3 甲が前項に定める承認をする場合には、乙は甲の請求

(2)第14条に定める義務に違反して指定期悶中に指定用

途に供さなくなったとき。

職第12条熱_農1塁蕊蕊息頚及び蕊14条に定める義務に

違反して指定用途以外の用途に供したとき。

側第15条に定める義務に違反して権利の設定又は所

有権の移転をしたとき。

－

質受間には指定用途〈小学校敷地）に供しているはずなの

で働実際の契約書では翻除。
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実際の契約勢 ひな形 相違剛抽

により甲の定める基準に基づき算定した額を納付しなけ

ればならない。

(実地調査等）

第19条甲は、乙の第12条から第15条までに定める用途

指定の履行状況を確認するため、甲が必要と認めるとき

は実地調査又は実地登書を行うことができる。

2 乙は､本契約締結のBから第14条に定める指定期間満

了の日まで毎年4月30日に、 また甲が必要と認めるとき

は売買物件について権利の設定又は所有権の移転等を行

なっていない事実及び利用状況の事実を証する登記事項

証明叢その他の資料を添えて売買物件の利用状況等を甲

に報告しなければならない。

3乙は､正当な理由なく、前2項に定める実地議査又は

実地監査を拒み、妨げ若しくは忌避し又は報告若しくは

資料の提出を怠ってはならない。

(違約金）

第20条乙は、第12条から第15条までに定める用途指定

の義務に違反したときは、次の各号に定めるところによ

り、甲に対し、違約金を支払わなければならない.ただ

し、第2項に該当する場合を除く。

(1)第14条に定める義務に違反して指定期間中に指定

用途に供さなくなったとき（指定用途以外の用途に供

(実地調査等）

第19条甲は、乙の第12条から第15条までに定める用途

指定の履行状況を確認するため、甲が必要と認めるとき

は実地調査又は実地礁杳を行うことができる。

2 乙は、本契約締結の日から第14条に定める指定期間満

了の日まで毎年Q量旦旦に、また甲が必要と認めるとき

は売買物件について権利の設定又は所有権の移転等を行

なっていない事実及び利用状況の事実を証する登記事項

証明書その他の資料を添えて売買物件の利用状況等を甲

に報告しなければならない“
叉

3 乙は、正当な理由なく、前2壇に定める実地調査又は

実地監査を拒み、妨げ若しくは忌避し又は報告若しくは

資料の提出を怠ってはならない．

(違約金）

第20条乙は、第12条から第15条までに定める用途指定

の義務に違反したときは、次の各号に定めるところによ

り、甲に対し、違約金を支払わなければならない。ただ

し、第2項に該当する場合を除く。

(1)第噌条第1鐙1こ定める義務に違反して擢定斯日まで

に指定用途に供さなかったとき又は第14条に定める

実際の契約書には具体的な日付を飽入。

寅受日には指定用途（小学校敷地）に供しているはずなの

で、実際の契約書では削除。



実際の契約鶚 ひな形 棚違理由

したときは次号による｡）は金ユ売寅代金の1割L円

(2)第12条及び第14条に定める義務に違反して擢定期

間満了の日までに指定用途以外の用途に供したとき又

は蕊15条に定める義務に違反して権利の設定又は所

有権の移転をしたときは金一1壷重ff童璽_a_m_円

Z乙は、第12条から第15条までに定める用途指定の義

務に違反した場合において、甲が用途指定義務を履行し

難い特別の事由があると認めて嬬途指定の変蔓若しくは

解除又は第16条に定める買戻しの特約の解除を認めると

きは、甲に対し、金（売買代金の1割）

払わなければならない

円の違約金を支

3乙は、正当な理由なく第14条又は第16条第4蕊に定

める通知を怠ったため甲に損害を与えたとき又は前条第

4項に定める義務に違反して実地調査又は実地監査を拒

み、妨げ若しくは忌避し又は報告若しくは資料の提出を

怠ったときは、甲に対し、金．(売買代金1割）円の違約

金を支払わなければならない。

4前3項の違約金は、第26条に定める掘害賠償額の予定

又はその一部と解釈しない．

(買戻権の行使）

義務に違反して指定期間中に指定用途に供さなくなつ
ひ

たとき（指定用途以外の用途に供したときは次号によ

る｡）は金一il割l_"

(2)第12条､霊13条第2項及び第14条に定める義務に

違反して指定期間満了のBまでに指定用途以外の用途

に供したとき又は第15条に定める義務に違反して権

利の設定又は所有権の移転をしたときは金=璽-劃L円

2 乙は、第12条から第15条までに定める用途指定の義

務に違反した場合において、甲が用途指定義務を履行し

難い特別の事由があると認めて用途指定の変更若しくは

解除又は第16条に定める蕊戻しの特約の解除を認めると

きは、甲に対し、金=(1劃）門の違約金を支払わなければ

ならない

3 乙は、正当な理由なく第14条又は第16条第4項に定

める通知を怠ったため甲に損害を与えたとき又は前条第

4項に定める義務に違反して実地調査又は実地監査を拒

み、妨げ若しくは忌避し又は報告若しくは資料の提出を

怠ったときは､甲に対し､金(1gl)門の違約金を支払わ

なければならない。

実際の契約書では、より分かりやすい表現に変更。

寅受日には指定用途（小学校敷地）に供しているはずなの

で、実際の契約書では削除。

実際の契約書では、より分かりやすい表現に変更

実際の契約書では、より分かりやすい表現に変更。

実際の契約書では、より分かりやすい表現に変更。
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災際の契約書 ひな形 相違理1I1

第21条甲は、第16条第1項に定める責戻権を行使する

ときは、乙が支払った売買代金を返還する。ただし、当

該売買代金には利息を付さない．

2甲は、貴戻権を行使するときは、乙の負担した契約の

費用は返還しない。

3 甲は、質戻権を行使するときは、乙が支払った延納利

息、延滞金及び違約金並びに乙が売買物件に支出した必

要費、有益費その他一切の費用は償還しない。

(契約の解餘）

第22条甲は、乙が本契約に定める義霧を履行しないとき

は､本契約を解除することができる．

2 甲は、乙が次の各号の一に該当していると認められる

ときは、前項の規定にかかわらず、何らの催告を要せず、

本契約を解除することができる．

(1)法人等（耀人、法人又は団体をいう｡）の役員等（個

人である嬬合はその者、法人である場合は役員又は支

店若しくは営業所の代表者､団体である場合は代表者、

理事等簿その他経営に実質的に関与している者をいう．

以下『役員等」という｡）が、暴力鼬員による不当な行

為の防止等に関する法律（平成3年法律第77号）第2

条第2号に規定する暴力団（以下『暴力団」という｡）

又は同法第2条第6号に規定する暴力団員（以下『暴

～〆



爽際の契約繕 ひな形 棚逮理由

力団員」という｡）であるとき

(2)役員等が､自己、自社若しくは第三者の不正の利益

を図る目的､又は第三者に損害を加える目的をもって、

暴力団又は暴力団員を利館するなどしているとき

(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を

供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極

的に暴力団の維持、運窒に協力し、若しくは関与して

いるとき

(4)役員等が､暴力団又は暴力団員であることを知りな

がらこれを不当に利用するなどしているとき

(5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難され

るべき関係を有しているとき

(6)尭貢物件を本契約の締結のBから指定期闇満了の日

までの間に、暴力団若しくは法律の規定に基づき公の

秩序を害するおそれのある団体等であることが指定さ

れている者の事務所又はその他これに類するものの用

に供し、また、これらの用に供されることを知りなが

ら層売寅物件の所有権を第三者に移転し又は売寅物件

を第三者に貸したとき

3甲は、前項の規定により本契約を解除した堀合は、こ

れにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償

することは要しない。
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実際の契約書 ひな形 相違理由

4乙は、甲が第2項の規定により本契約を解除した鳩合

において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償す

るものとする。

(返還金等）

篭23条甲は､前条に定める解除権を行使したときは、乙

が支払った売買代金を返還する。ただし、当該返還金に

は利息を付さない．

2 甲は解除権を行使したときは、乙の負担した契約の

費用は返還しない。

3 甲は、解除権を行使したときは、乙が支払った違約金

並びに乙が売買物件に支出した必要賀、有益費その他一

切の愛用は侭還しない。

(乙の原状回復義務）

第24条乙は．甲が策16条第1項の規定により寅戻権を

行使したとき又は第22条の規定により解除権を行使した

ときは、甲の指定する期日までに売買物件を原状に回復

して運還しなければならない｡ただし、甲が売買物件を

原状に回痕させることが適当でないと認めたときは､現

状のまま返還することができる。

2乙は、前項ただし書の場合において、売買物件が滅失

又は摸鰻しているときは、その損害殖償として、賃戻権

を行使した場合においては賃戻権行使時の、また、解除



実際の契約誇 ひな形 相違理由

権を行使した噛合においては契約解除時の時価により減

損額に相当する金額を甲に支払わなければならない。ま

た､乙の責に帰すべき事由により甲に損害を与えている

場合には、その損害に相当する金額を甲に支払わなけれ

ばならない噂

3 乙は、第1項に定めるところにより売買物件を甲に返

還するときは、甲の指定する期麗までに、当該物件の所

有権移転登記の承諾書を甲に提出しなければならない。

(特別違約金）

第25条甲は、第16条第1項の規定に基づき貰戻権を行

使することができる場合には、甲の選択により、寅戻権

の行使に代えて特別違約金を鑛求することができる。こ

の場合において、乙が特別違約金を納付したときは、第

11条に定める嬬途指定の糖約は解除する．

2前項の特別違約金の額は｡次に掲げる額の合計額とす

る ｡

(1)売買物件の用途指定違反時の時価額が売買代金を超

える場合は、当該超過額

(2)売貢物件の用途指定違反時の時価の3割に相当する

顔

(3)売貰物件の契約時の時価の3割に相当する額から第

20条第1項に定める違約金を控除した額



R

実際の契約醤 ひな形 州違理由

(損害賠償）

第26条甲は、乙が本契約に定める義務を履行しないため

損害を受けたときは、その損害の賠償を請求できる。

(返還金の相殺）

策27条甲は、第23条第1項の規定により売買代金を返

還する場合において、乙が第29条に定める違約金又は本

契約に定める損害賠償金を甲に支払うべき義務があると

きは、返還する売買代金の全部又は－部と相殺する。

(契約の費用）

第28条本契約の締結及び履行並びに抵当権又は責戻権の

抹消登記等に関して必要な費用は、乙の負担とする。

(信義誠実の義務・遜義の決定）

第29条甲乙両者は、信義を重んじ、誠実に本契約を履行

しなければならない．
6

･2契約に関し疑義があるときは、甲乙協議のうえ決定す

る

(裁判管轄）

第30条本契約に関する訴えの管轄は、近畿財務局所在地

を篇轄区域とする大阪地方裁判所とする。

(特約条項）

第31条乙は､乎成26年11月Z日及び要成鰯霧〃月〃

日に甲が引き渡した『大阪国際空港豊中市場外用地（野
一

(特約条項）

第31条乙は､乎成○年･月○員に甲が引き渡した「大販

国際空港豊中市場外用地（野田地区）土地履歴等調査報

実際の契約書には、国が引き渡した日付を記載

心



実際の契約譜 ひな形 棚違理由

田地区〉土地履歴等調査報告書平成21年8月』、 『平成

21年度大阪国際空港豊中市埼外用地（野田地区）地下橋

遺物状況鯛査業務報告書(0A301)平成22"1月』、 「大

販国際空港場外用地(0A301)土壊汚染概況調査業務報告

書平成23年11月j、 『平成23年度大阪国際空港場外用

地(0A301)土壌汚染深度方向調査業務報告鶴平成24

年2月』に記戦の地下埋設物の存在及び土壌汚染の内容

を了承したうえで売買物件を貰い受ける。

2 乙は、前項の内容に加えて、売貿物件のうち一部

471.875㎡が、豊中市より土壌汚染対策法第11条第1項

で定める形質変更時要届出区域に指定されていることを

了承した上、売買物件を資い受けるものとする。

3煎2項のかしについては、第7条の隠れたかしに該当

しない。

上記の契約の締結を証するため、本契約嘗2通を作成し、

両者記名押印のうえ各自その1通を保有する。

平成 年 月 日

売払人国

契約担当富重鎚財務局長－－●●凸■●●●…唾哩G一斧q、､、一一恩

告穫1 平成21年8月』、 『平成2I年度大阪国際空港襲中

市場外閑地（野田地区）地下構造物状況調査業務報告書

(0A301)平成22年1縁｣熟『大阪国際空港珊外用地(0A301)

土埋汚染概溌謹査業務報告書平成23年11月』、 『平成

23年度大阪国際空港場外用地(0A301)土壌汚染深度方向

調査業務報告書平成24年2月』_似下『本件報告書等」

という.)_に記載の地下埋設物の存在及び土壌汚染の内容

を了承したうえで売貿物件を貰い受ける。

2 乙は、読項の内容に加えて、売買物件のうち一部

471.875㎡が、豊中市より土壌汚染対策法第11条策1項

で定める形質変更時要届出区域に指定されていることを

了承した上、売買物件を資い受けるものとする。

3蕊=1項及び前項のかしについては．第7条の躍れたか

しに溌当しない。

上記の契約の締結を証するため､本契約書2通を作成し、

両者記名押印のうえ各自その1通を保有する。

平成 年 月 日

亮払人園

契約担当官QQ勉鑑屋_【童上鐵畳

実際には、以下の条文に「本件報告書等』という記載はな

いため削除。

書き振りの変更。

実際の契約書には、固有名詞を記入。
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実際の契約書 ひな形 相逮理I&1

買受人 住所

氏名

大阪市淀lll区塚本奎丁目6篭皇員景

学校法人森友学画理事長 印

買受人 住所_I駈在地）

氏名_(名称）



実際の契約群 ひな形 l11違即由

国有財産売買予約契約書

国（以下「甲」という.）と学校法人森友学園（以下「乙」

という｡）は、甲、乙の間で平成27年5月29日付EW第3

8号により国有財産有償貸付合童書（以下「合童書」とい

う｡）を締結した下記物件（以下「本物件」という｡）につ

いて、以下の条項により国有財産の売買予約契約書を締結

する

なお、合意書については、合童書に記載する条項を内容

とする事業用定期借地契約書（以下「事業用定期借地契約」

という｡）を別途公正証書により締結する予定である。

物件の表示

記

所在地 豊中市野田町1501番

区分・数量 土地・8，770.43ITf

第1条甲と乙は、本物件につき、次条以下及び別紙「国

有財産売買契約書」に記載する売買条件にて、売買予約

契約を締結する。

第2条本売買予約契約の売買予約完結権は、甲及び乙が

国有財産売買予約契約書

国（以下「甲」という.）と学校法人○○○Q(以下「乙」

という.）は、甲、乙の間で平成○年○月○日付 第○○

号により国有財産有償貸付合意書（以下「合童書」という｡）
－

を締結した下記物件（以下「本物件」という｡）について、

以下の条項により国有財産の売買予約契約書を締結する。

第2条本売買予約契約の売買予約完結権は、甲及び乙が

実際の契約書には、 日付と固有名詞を記入。

10年間の事業用定期借地として契約を締結することになっ

たことから、実際の契約書には別途公正証書により締結す

る旨を記載。



実際の契約書 ひな形 相違理由

それぞれ有するものとし、甲又は乙の予約完結権の行使

の童思表示があったときは、相手方の何らの意思表示な

しに、当然に別紙「国有財産売買契約書」記載の売買契

約が成立するものとする。

2 予約完結権は、甲においては、合童書第2条に定める

貸付期間を満了した平成37年6月8日'三行使しなければ

ならないものとする。

3 予約完結権は、乙においては、合童賓漣韮」こ定める

貸付期間内（平成27年6月8日から平成37年6月7日）

に行使しなければならないものとする。
－

4 甲及び乙の予約完結権は、前2項の行使期間内に行使

のないときは消滅し、本売買予約契約は、失効する。

5 甲及び乙は、第1項の予約完結権の意思表示を行う際

には、書面をもって行わなければならない。

6 甲及び乙は、第1項の予約完結権を、第三者に譲渡、

担保設定等行ってはならない。

第3条本売買予約契約書作成に至った経緯については、

下記のとおりであることを、甲及び乙は､相互に確認する。

記

それぞれ有するものとし、甲又は乙の予約完結権の行使

の童思表示があったときは、相手方の何らの意思表示な

しに、当然に別紙国有財産売買契約書記載の売買契約が

成立するものとする。

2予約完結権は、甲においては、本契約締結後10年を

満了した匿厘行使しなければならないものとする。

3予約完結権は、乙においては、本契約締結後10年以

内に行使しなければならないものとする。
－

実際の契約書には、具体的な日付を記載。

実際の契約書には、具体的な日付を記載。



#11iflII!｢l l実|祭の契約iM ひな形

乙は､本物件の取得を希望し、甲と交渉を重ねてきたが、

本物件に関しては、売払いが原則となるところ、 乙の強い

要望により、別途賃貸期間1 0年の事業用定期借地契約を

締結したうえで、同箇貸期間内に乙において売買予約完結

権を行使し、本物件の売買契約を成立させるために本売買

予約契約を作成することとなった。

乙は、本物件の取得を希望し、甲と交渉を重ねてきたが、

本物件に閲しては、売払いが原則となるところ、 乙の強い

要望により、別途賃貸期間10年の事業用定期借地契約（以

下「本件事業用定期借地契約」という｡）を締結したうえで、

同賃貸期間内に乙において売買予約完結権を行使し、本物

件の売買契約を成立させるために本売買予約契約を作成す

ることとなった。

第4条本予約に基づき乙が本財産を買受ける価格は、 甲

又は乙が予約完結権を行使した時点の更地価格とし、財

務省通達「平成13年3月30日付財理第1317号国有財

産評価基準について」に基づき算定するものとするが、

同通達記載内容に変更が生じた場合には、予約完結権行

使時点の国有財産関連通達に基づき算定するものとす

る。

2 前項の更地価格とは、建物等の定着物がなく、かつ、

使用収益を制約する権利の付着がない土地の価格とし、

借地権割合の控除も行わない価格とする。

3 第1項に定める価格は別紙「国有財産売買契約書」第

2条に記載する．

4 （追加）

実際の契約書では、 「本件事業用定期借地契約」→『事業用

定期借地契約」と記載振りを変更しているため肖ll除・

第4条本売買予約契約に基づき乙が本財産を買受ける価

格は、甲又は乙が予約完結権を行使する時点の更地価格と

し、財務省通達｢平成13年3月30日付財理第1317号国

有財産評価基準について」に基づき算定するものとする

が、同通達記載内容に変更が生じた場合には、予約完結権

行使時点の国有財産関連通達に基づき算定するものとす

正確な書き振りに修正．

将来の時点なので「する」に修正。

る。

2 前項の更地価格とは、建物等の定着物がなく、かつ、

使用収益を制約する権利の付着がない土地の価格とし、借

地権割合の控除も行わない価格とする。

3 第1項に定める価格は別紙「国有財産売買契約書」第

2条に記載する｡

4 甲は、第1項に定める買受価格の算定の際には、本物 (近畿局に確認〉

件の算定時における地盤の現況る地盤の現況を価格要素として考塵芝

る。
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第5条第2条の予約完結権の行使によって成立する売買

条件は、本書に定めるもののほか、別紙「国有財産売買

契約書」記載のとおりとする。

2 甲及び乙が予約完結権を行使する時点において、重大

な事情の変化等により、本売買予約契約書及び別紙「国

有財産売買契約書」記載の売買条件について変更する必

要が生じた場合には． 甲及び乙は、誠実に協議してこれ

に対応することとする。

(平成27年 第6条乙が本予約成立後1 0年以内に本物件の予約完結

権を行使しなかった場合には、 乙は、甲の請求により、

金( 〕円（本書作成時の本物件の時価甑の1割相当額）を

実際の契約書には、具体的な日付を記載。第6条乙が合意書第2条に定める貸付期間内

6月8日から平成37年6月7日）に本物件0に本物件の予約完結権

契約書には、実際の違約金額を記載。を行使しなかった場合には、乙は、 甲の請求により、金

93, 200, 000円の違約金（違約罰）を支払う。 上限として、甲の請求丈量違約金（違約(違約罰）を支払う。

第7条乙において、別途締結する予定の事業用定期借地

契約の賃貸期間満了前に、本売買予約契約書第2条に定め

た予約完結権を行使した場合には、本件瑠業用定期借地契

第7条乙において、別途締結する予定の事業用定期借地

契約の賃貸期間満了前に、本売買予約契約書第2条に定

めた予約完結権を行使した場合には、事業用定期借地契 (なぜ「本件」 を肖ﾘ除したか近畿局に確認）

約については、甲及び乙の合意によって解除したものとみ

なすこととする。

約については、 甲及び乙の合意によって解除したものと

みなすこととする。

公正証書により事業用定期借地契約を締結することから追(追加）第8条合意書冒頭で平成27年6月8旦圭ごI望帝結玄量と



実際の契約評 ひな形 *II違即由

している公正証書による事業用定期借地契約が締結でき

なかった場合には、本売買予約契約は失効する。

第9条本売買予約契約の締結及び履行等に関して必要な

費用は、Zの負*日とする。

第10条本売買予約契約に関して疑義があるときは、甲乙

協議のうえ決定する。

本契約の成立を証するため、本書2通を作成し、甲、乙

は記名押印の上、各自その1通を保有する。

韮唾旦_745月29B

(甲）国_契約担当官近醒財務局長富永哲夫一一印

(乙）住所一大阪市淀川区塚本＝丁目6番_25号

氏名学校法人森友学園理事長篭池康博印

第8条本予釣契約の締結及び履行等に関して必要な費用

は、乙の負担とする。

（追加）

本契約の成立を証するため、本書2通を作成し、甲、乙

は記名押印の上、各自その1通を保有する。

平成 年 月 日
一一

(甲）国契約担

(乙）○○○○

当官近畿財務局長

記｡

正確な書き振りに修正。

協議事項を追記。

実際の契約書には、契約締結日付及び契約相手方を記載。



実際の契約群 ひな形 相違即由

貸付人国（以下「甲」という｡）借受人学校法人森友学

園（以下「乙』という｡）は、国有財産について借地借家法

(平成3年法律第年法律第90号。以下「法」という）第

22条第2項の規定に基づく事業用定期借地権の設定を目的

として、次の条項を内容とする借地契約を平成27年6月8

までに公正証書により締結する。

なお、本件借地権は事業用定期借地権とする。

(貸付財産）

第1条貸付財産は、次のとおり。

(貸付期間）

第2条貸付期間は、平成27年6月8日から平成37年6

月7日までの10年間とする。

(本契約の目的）

第3条本契約は、甲が乙に対して、貸付財産に法第23条

第2項に基づく事業用定期借地権（以下「本件借地権」と

いう｡）を設定することを目的とする。

所在地 区分 数量（『γf) 備考

豊中市野田

町1501番

土地 8.770-43



実際の契約書 ひな形 相違理由

2本件借地権は、契約の更新（更新請求及び土地の使用継

続によるもを含む）及び建物の築造による期間延長がなく、

また乙は甲対し買取り請求できび建物の築造による存続

期間の延長がなく、乙は貸付財産上の建物の買取を甲に藷

求することができない。

3本件契約は、法第3条から第8条、並びに法第13条及

び法第18条、民法第619条の適用はない。

(買受の特約）

第4条乙は、第2条で定める貸付期間の満了前に、本契

約を終了し、貸付財産を甲から買受けることができるもの

とする。

2前項の買受けについての詳細は、別途国有財産売買予

約契約書により定めるものとする。

3 乙が、第1項に基づき貸付財産を甲から買受ける場合

には、乙は第20条第1項で定める貸付財産上の建物その

他工作物の除去は必要としない。

(土壌汚染及び地下埋設物）

第5条乙は、平成26年11月7日及び平成26年12月17

日に甲が引き渡した「大阪国際空港豊中市場外用地（野田

地区）土地履歴等調査報告書平成21年8月｣、 「平成21
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年度大阪国際空港豊中市場外用地（野田地区）地下埋蔵物

状況調査業務報告書(OA301)平成22年1月｣、 「大阪国際

空港場外用地(OA301)土壌汚染概況調査業務報告書平成

23年11月｣、 「平成23年度大阪国際空港場外用地(OA301)

土壌汚染深度方向調査業務報告書平成24年2月」 （以下

『本件報告書等」という｡〉に記載の地下埋設物の存在及び

土壌汚染の存在等を了承するものとする｡

2 乙は、前項の内容に加えて、貸付財産のうち－部

471.875㎡が、豊中市より土壌汚染対策法第11条第1項で

定める形質変更時要届出区域に指定されていることを了承

するものとする。

3 乙は、前2項を了承した上で本契約を締結するものと

し、本件報告書等に記載のある汚染物質、地下埋設物等の

存在及び形質変更時要届出区域の指定を理由として、暇疵

担保責任に基づく本契約解除及び損害賠償請求並びに貸付

料の減免請求等を行わないことを、甲に対して約する。

(土壌汚染除去等費用）

第6条乙が、前条第1項記載の土壌汚染、地下埋設物の

除去を行い、それによって貸付財産の価格が増大した場合

の除去賓用は有益費とする。

2前項の有益費は、本契約終了の時に、貸付財産価格の

(土壊汚染除去等費用）
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増加が現存する場合に限り、 乙が支出した費用のうち甲の

基準による検証を踏まえて乙と合意した額又は貸付財産価

格の増加額のいずれかを甲が選択のうえ、乙に対して返還

する。

3 甲は、前項の規定にかかわらず、甲が返還すべき有益

費の金額算定につき、本契約終了前においても、貸付財産

価格増加の現存額算定の基準時期を指定したうえで、前項

と同様の方法により甲が乙に返還すべき有益費の額を定め

ることができる。但し、同金員の返還時期及び返還方法は

甲が指定し、同金員に対しては、返還時期までの利息及び

遅延損害金は付さないこととする。

4 前2項における貸付財産価格の増加額は、 甲の基準に

よる鑑定評価方法によって定めることに乙は同意する。

5 第2項の返還時期につき、相当の期限を付する必要が

生じた場合には、甲及び乙が協議したうえで、相当な期限

を付した返還時期を定めることができる。

6 第1項の有益費に関して、甲は、乙に対し、乙が、現

に行い又は行おうとする土壌汚染又は地下埋設物除去工事

に間する一切の必要資料を求め、その他必要な調査を行う

民法上、有益費は貸付財産の返還時に償還すればよいか、

国の対応スタンスとして将来に事務手続きを残さないよう

に、予算措置の完了次第、速やかに支払う余地を残したも

(追加）

の。

ことができる。

(契約保証金）
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第7条乙は、本契約締結と同時に、契約保証金として金

27,300,000円を甲に納付しなければならない。

2前項の契約保証金は、第23条に定める損害賠償額の

予定又はその一部と解釈しない。

3 第1項の契約保証金には利息を付さない。

4 甲は、乙が、本契約終了後、第20条に定める義務そ

の他本契約に定める義務を履行したときは、乙の請求によ

り遅滞なく第1項に定める契約保証金を乙に還付する。

5甲は、乙が、本契約終了後、第20条に定める義務を

履行しないときは、第1項に定める契約保証金を第18条

第1項に定める違約金として国庫に帰属させることができ

る ⑤

6前項の規定により国庫に帰属する金員は、第20条第

3項に定める原状回復に要する費用の一部に充てるものと

解釈しない．

7本契約が解除され、又は終了した場合において、乙が

第18条の規定に基づく違約金その他本契約に基づき金銭

を支払うべき義務があるときは、第4項の規定にかかわら

ず、甲はその違約金等と第1．項に定める契約保証金の全部

又は一部と相殺することができる。

8 乙は、甲の書面による承諾を得ないで、第4項の保証

金返還請求権を第三者に譲渡し又は担保に供してはならな
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い

(貸付料）

第8条貸付料は、平成27年6月8日から平成30年6月7

日までの期間については、次に掲げるとおりとする。

2前項に規定する期間が満了した後の期間に係る貸付料

については甲の定める貸付料算定基準にづき算定した貸付

料年額によるものとし、その金額については、甲から通知

する。なお、その適用期間は3年間とする。

年次 期間 貸付料年額 備考

第1年次

自平成27年

6月8日から

至平成28年

6月7日

27.300.000円

第2年次

自平成27年

6月8日から

至平成28年

6月7日

27.300,000円

第3年次

自平成27年

6月8日から

至平成28年

6月7日

27.300{000円
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3 前項に規定する甲の定める貸付料算定基準は、財務省

通達「平成13年3月30日付財理第1308号普通財産貸付

事務処理要領」に基づくものとするが、同通達記載内容に

変更が生じた場合には、貸付料算定時の国有財産関連通達

に基づき算定するものとする。

4第2項に規定する適用期間が満了した後の貸付料及び

適用期間については、第2項の規定を準用する。

(貸付料の納

第9条乙は、前条第1項に定める賃付料を、次に定める

ところにより、甲の発行する納入告知書納付しなければら

い。

第

一

年
次

|ゞ‘｡I

〆

2,275‘000円 |:蒐年' ｜ ’

年次 回数 納付金額 納付期限 備考

第1回

2,275,000円

納入告知

書の指定

期日

第2回
2!275.000円

平成27年7

月20日

第3回

2,275.000円

平成27年8

月20日

ー



実際の契約溝 ひな形 相違理由

第
一
年
次

年次

第
二
年
次

第5回

第6回

第7回

第8回

第9回

第10

回

第11

回

第12

回

計

回数

第1回

第2回

2,275,000円

2,275.000円

2,275,000円

2↑275,000円

2,275,000円

2,275,000円

2,275,000円

2,275,000円

27,300.000円

納付金額

2,275,000円

2275，000円

平成27年

10月20B

平成27年

11月20日

平成27年

12月20日

平成28年1

月20日

平成28年2

月20日

平成28年3

月20日

平成28年4

月30日

平成28年5

月20日

納付期限

平成28年6

月20日

平成28年7

月20日

備考
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年次

第3回

第4回

第5回

第6回

第7回

第8回

第9回

第10

回

第11

回

第12

回

計

回数

2,275,000円

2,275,000円

2,275,000円

2.275,000円

2,275,000円

2.275,000円

2,275,000円

2,275,000円

2,275.000円

2,275,000円

27,300,000円

納付金額

平成28年8

月20日

平成28年9

月20日

平成28年

10月20日

平成28年

11月20日

平成28年

12月20日

平成29年1

月20日

平成29年2

月20日

平成29年3

月20日

平成29年4

月30B

平成29年5

月20日

納付期限 備考

●
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第
三
年
次

第1回

第2回

第3回

第4回

第5回

第6回

第7回

第8回

第9回

第10

回

第11

回

2,275,000円

2,275,000円

2,275,000円

2,275,000円

2,275,000円

'2.275,000円

2,275,000円

2,275,000円

2.275,000円

2､275,000円

2.275,000円

平成29年6

月20日

平成29年7

月20日

平成29年8

月20日

平成29年9

月20日

平成29年

10月20日

平成29年

11月20日

平成29年

12月20日

平成30年1

月20日

平成30年2

月20日

平成30年3

月20日

平成30年4

月30日

廷

一

｡
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２１第
回

2.275.000円 に禦年‘｜’
2前項の規定は、前条第2項（同条第4項の規定により準

用する場合を含む｡）の規定により更新した貸付料の納付方

法に準用する。

(貸付料の改定1

第10条甲は、貸付財産の価格が上昇し貸付料が不相当

になったとき等、法第1 1条第1項本文の規定に該当する

こととなったときは、第8条の規定にかわらず、貸付料の

増額を請求することができる。

(指定用途）

第1 1条乙は、貸付財産を貸付申請書に記載又は添付し

た使用目的､利用計画(建物及び工作物の配置計画を含む.）

及び事業計画のとおりの用途に自ら使用し、甲の承認を得

ないで変更してはならない。

(指定期日）

第1 2条乙は、平成28年3月31日までに工率を完了し、

大阪府知事から学校の設匠の認可を得たうえで、直ちに前

計 27,300,000円
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条に定める用途に供さなければならない。

(貸付料の延滞金）

第13条乙は、甲が定める納付期限までに第9条に基づ

く貸付料を納付しない場合には、納付期限の翌日から納付

した日までの期間について、第24条に基づき算定した延

滞金を甲に支払わなければならない。

(充当の順序等）

第14条乙が、貸付料及び延滞金を納付すべき場合に

おいて、納付された金額が貸付料及び延滞金の合計額に満

たないときは、先ず延滞金から充当する。

2本契約が解除され、又は終了した場合において、第7

条第7項及び第22条第3項の規定により契約保証金及び

未経過期間に係る貸付料を第18条の規定に基づく違約金

その他本契約に基づき乙が甲に支払うべき金銭債務と相殺

するときは、甲は、先ず未経過期間に係る貸付料から相殺

し、なお当該金銭債務に残余があるときは、契約保証金と

相殺することができる。

(使用上の制限）

第15条乙は、貸付財産について、第1 1条に規定する
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使用目的、利用計画及び事業計画の変更をしようとする場

合には、事前に変更する理由及び変更後の使用目的等を書

面によって甲に申購し、その承認を受けなればらい。

2前項に基づく甲の承浬は、嘗面よるもとす。

3乙は、貸付財産及び当該財産上に所在する建物その他工

作物について、増改築等による現状の変更（軽微な変更を

除く｡）をしようとするきは、事前に増改築等する理由及

び当該増改築等の計画を記載した書面を甲に通知なければ

らい。

(財産保全義務）

第16条乙は、善良な管理者としての注意をもって貸付

財産の維持保全に努めければならない。

2乙は、貸付財産が天災その他事由によって損壊し、第三

者に損害を与えた場合には、その賠償責を負うもとし、甲

が乙に代わって賠償の責を果たした珊合には、乙に求償す

ることができる。

(実地調査等）

第1 7条甲は本契約に基づく債権の保全上必要があると

溜めるときは、乙対し、その業務若しくは資産の状況に関

して質問し、帳簿、書類その他の財産を調査し又は参考と
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なるべき報告若しくは資料の提出を求めることができる。

2甲は、乙の第1 1条、第12条、又は第15条に規定す

る用途指定の履行状況を確認ため、甲が必要と認めるきは

実地調査又は実地監査を行うことができる。

3乙は、本契約締結の日から第2条に定める貸付期間満了

の日まで毎年4月30日に、また甲が必要と認めるときは賃

付財産について権利の設定又は当該財産上に所在する建物

その他工作物の所有権の移転等を行っていない事実及び利

用状況の事実を証する登記事項証明書その他の資料を添え

て貸付財産の利用状況等を甲に報告しなければならない。

4乙は、正当な理由なく、第1項及び第2項に定める質問、

調査、実地調査又は実地監査を拒み、妨げ若しくは忌避し

又は第1項及び前項に定める報告若しくは資料の提出を怠

ってはならい．

(違約金）

第18条乙は、第8条第1項に定める期間中に次の各号

に定める事由が生じたときは、それぞれ当該各号に定める

金額を違約金として、甲に支払わねばならい。

(1)第1 2条、第1 5条第1項又は前条に定める義務に違

反した場合金27,300,000円

(2)第1 1条に定める義務に違反した場合金81.900,000
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円

(3)第20条第1項に定める義務に違反した場合金

27,300,000円

2乙は、第8条第1項に定める期間を経過した後おいて

前項に定める義務に違反した珊合の違約金（前項第3項を

除く｡）は、第8条第2項又は第4項の期間について甲の定

める基準により算定した金額によることに同意する。なお

金額については甲から通知する。

3前2項に定める違約金は、第23条に定める損害賠償額

の予定又はその一部と解釈しない。

4乙が第1項又は2に定める違約金を支払う義務を負う

場合、甲が第7条第7項又は第22条第3項の規定により

当該違約金の一部を契約保証金等と相殺したときは、第1

項又は第2項の規定にかかわらず、甲が通知する金額を納

付するものとする。

(契約の解除）

第19条甲は、乙が本契約に定める義務違反した場合に

は、本契約を解除すことができる。

2甲は、 乙が第12条に定める期日までに、工事を完了

し、大阪府知事から学校の設置の認可を得ることができず、

第1 1条に定める用途に供することができないときは、前
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項の規定にかかわらず、何らの催告を要せず、本契約を解

除することができる。

3 甲は、 乙が次の各号の－に該当していると認められる

ときは、第1項の規定にかかわらず、何らの催告を要せず、

本契約を解除することができる。

(1)法人等（個、又は団体をいう｡）の役員等（個人であ

う場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは

営業所の代表者、 団体である場合は代表者、理事等、その

他経営に実質的関与している者をう･以下「役員等」と）

が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平

成3年法律第77号）第2条第2号に規定する暴力団（以下

｢暴力団」という.） 又は同法第2条第6号に規定する暴

力団員（以下「暴力団員」という｡）であるとき

(2)役員等が、自己、 自社若しくは第三者の不正利益を図

る目的、又は第三者に損害加える目的をもって、暴力団又

は暴力団員を利用すなどしているとき

(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供

給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴

力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき

(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りなが

らこれを不当に利用するなどしているとき

(5)役員等が、暴力団又は暴力団貝と社会的に非難される
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べき関係を有しているとき

(6)貸付物件を暴力団若しくは法律の規定に基づき公の秩

序を害するおそれのある団体等であることが指定されてい

る者の事務所又はこれに類する施設の用に使用したとき

4甲は、 前2項の規定により本契約を解除した場合は、

これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償

することは要しない。

5乙は、甲が第3項の規定により本契約を解除した場合に

おいて、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するも

のとする｡。

6乙は、第2条に定める貸付期間かわらず何時でも本契約

を解除すことがきる。

7乙は甲に対して、前項に定める契約の解除を行おうと

す日の1年前までに、建物の取壊し及び建物借受人の明渡
1

し等貸付財産の返還に必要な事項を書面より報告しなけれ

ばならない．

(原状回復）

第20条乙は、第2条に定める貸付期間が満了したとき

又は前条の規定により本契約が解除されたときは、甲の指

定する期日までに、自己の責任と負担において、貸付財産

上の建物その他工作物を除去し、貸付財産を原状に回復し
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て、甲に更地で返還しなければならない。

2乙は甲に対し、第2条に定める貸付期間が満了す日の

1年前までに建物の取壊し及び建物借受人の明渡し日程等

貸付財産の返還に必要な事項を書面により報告しなければ

ならない。

3乙が第1項に定める義務違反した場合は、甲は原状回復

に要する費用を乙に請求するものとする。

4前項に定める金員は、第23条に定める損害賠償額の予

又はそ－部と解釈しない。

5本契約は、法第23条第2項の規定に基づくものであ

り、法第13条の規定にかかわらず、第2条に定める貸付

期間が満了したとき又は前条の規定により本契約が解除さ

れたときに、乙は甲に対し、貸付財産上に乙が建築した建

物その他一切の工作物、造作等を買い取るべきことを請求

することはできない。

(貸付料滞納時の強制執行）

第21条乙は本契約に定める金銭債務を履行しないとき

は、 直ちに強制執行に服する旨、異議なく承諾する。

(貸付料の清算）

第22条甲は、本契約が解除された場合には、未経過期間
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に係る貸付料を返還する． ただし、その額が千円未満場合

にはこ限りでない。

2前項及び次項の規定により返還する未経過期間に係る

貸付料には利息を付さないものとする。

3甲は、本契約の解除により、乙が第18条の規定に基づ

く違約金その他本契約に基づき金銭を甲に支払うべき義務

があるときは、第1項の規定にかかわらず、返還する未経

過期間にかかる貸付料の全部又は－部と相殺することがで

きる．

(損害賠償）

第23条乙は、本契約に定める義務を履行しないため甲

に損害を与えとき、その損害を賠償しなければらい。

2乙が前項の規定により損害賠償義務を負う場合、甲が

第7条第7項又は前条第3項の規定により当該損害賠償額

の一部を契約保証金等と相殺したときは、前項の規定にか

かわらず、甲が通知する金額を納付するものとする．

(延滞金の算定）

第24条契約に基づき乙が甲支払うべき金銭の延滞金に

ついては、次の式により算定するものとす。
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(本契約にかかる日割計算）

第25条甲及び乙が本契約に基づき支払うべき金銭の額

について日割計算を要するときは、前条に基づき算定する

場合を除き、閏年を含む期間についても、年365日当たり

の割合とする。

(信義誠実等の義務・疑義の決定）

第26条甲及び乙は、信義を重んじ、鰔実に本契約履行し

なければらい。

2乙は、貸付財産が国有財産であることを常に考慮し、適

正に使用するように留童しなければならない。

3本契約に関して疑義があるときは、甲乙協議の上決定す

る 、

(公F罰書の作成費用）

第27条公正証書を作成する費用は、乙の負担とする。

(事前使用の禁止）

算定式 元本金額×5％【延滞金利率】×（延滞金起算

日から納付の日までの日数÷356）
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第28条この貸付合意害締結後、公正証を作成するまでの

間、乙は甲の許可を得ずに貸付財産の使用をしてはならい。

（裁判菅電）

第29条本契約に閲する訴えの管轌は、近畿財務局所在地

を管轄区域とする大阪地方裁判所とする。

（地盤調査結果に関する特約）

第30条甲及び乙は、第8条の貸付料が、平成27年4月

2Bに乙が項に提出した「(仮称)M学園小学校新築工事地

盤謂査報告書」紀載の調査結果及び本書作成時点における

貸付財産の地盤の現況を考慮した貸付料であることを確騨

する。

2 乙は、貸付財産の地耐力その他地盤状況を理由として、

暇疵担保責任に基づく契約解除、損害賠償、貸付料の減免、

その他如何なる名目においても甲に対して財産上の詰求を

一切行うことができない。

3 乙が貸付財産に閲して、地盤の整備、改良等の工事を

実施した場合でも、乙は、同工事費用その他費用につき、

民法第608条に基づく費用の償還、その他如何なる名目に

おいても、甲に対して財産上の韻求を一切行うこと

ができない。

当該調査報告書により、軟弱地盤であるとして枝工事の

費用負担を要鵬されたものの、有益費としては考えられな

いものの、本件貸付料及び将来の亮払時の売却価格を評価

する際に、当該調査結果による地盤の状況を考慮すること

して記載したもの。

(追加）
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(その他有益費等の放棄）

第31条乙は、本契約において甲が乙に対して支払うこ

とを約するものを除き、貸付財産に関して乙が支出した必

要費及び有益費等につき、甲に対しその償還等の請求をす

ることができない。

(本契約の効力）

第32条本契約は、平成27年6月8日までに、事業用

定期借地権の設定を目的とする本契約と内容において同一

の公正証書が作成されることを停止条件として効力を生じ

る
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